
救急医療の現状と課題　～③救急搬送編～

１．救急搬送の状況　～増加する救急利用率～

・救急医療の大きな問題点として、救急患者がすみやかに医療施設に収容されていないことが指摘さ
　れているが、その背景のひとつには、救急搬送人員数が大きく増加していることがあげられる。
・推計患者（以下「患者」という）の増加自体は緩やかなものにとどまっているにもかかわらず、救
　急搬送人員数は大きく増加しており（図表１）、結果として、患者当たりの救急搬送人員数（以下
　「救急利用率」という）は96年と06年を比較すれば、小児、成人、高齢者いずれの年齢層でも増加
　傾向にある（図表２）。
・各年齢層別に患者数、救急搬送人員数とその傷病程度別の内訳の推移をみると、小児や成人では、
　患者数が減少傾向であるにもかかわらず、救急搬送人員数は大幅に増加しており、傷病程度別にみ
　ると、軽症搬送の増加が主な原因となっていることがわかる（図表３および４）。
・一方、高齢者についてみると、搬送人員数の増加度合いが極めて大きい（96年から06年にかけて２
　倍超の増加）ことに加えて、患者数自体が増加している点や、軽症だけでなく中等症以上の搬送人
　員数も増加している点が、小児や成人とは異なっている（図表５）。
・近年の救急搬送人員数の増加は、患者数の増加を伴わない小児、成人の軽症救急搬送人員数の増加
　と、患者数の増加に伴う高齢者の搬送人員数の増加の２つが主な原因となっていると言えるが、い
　ずれの年齢層においても、軽症搬送の割合が増加しており、いわゆる「コンビニ受診」の増加が懸
　念される。
・特に緊急性の高い重症患者が医療機関にすみやかに収容されるような状況を確実なものとするため
　には、「コンビニ受診」を抑制し、救急の適正な利用を推進することが肝要と言える。

　報道等により、救急医療への不安がクローズアップされており、増加の一途をたどる救急需要への対応
は重要かつ喫緊の課題となっている。本稿では、救急搬送態勢と救急需要を取巻く状況を中心に現状と課
題を分析するとともに、課題に対する具体的な対応策の事例を紹介する。

ヘルスケア産業の新潮流⑥

図表１　救急搬送人員数と患者数の推移

図表４　患者数と救急搬送人員数の推移「成人」

図表５　患者数と救急搬送人員数の推移「高齢者」

図表２　年齢層別にみた患者千人当たり救急搬送
　　　　　人員数（救急利用率）の推移

図表３　患者数と救急搬送人員数の推移「小児」
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（図表１～５備考）
　１．総務省消防庁「救急・救助の現況」（昭和59年～平成19年）
　　　および厚生労働省「患者調査」（昭和59年～平成17年）、
　　　「人口動態調査」（昭和59年～平成18年）より作成
　２．小児数は、15歳未満人口、小児救急搬送人員は18歳未満の救
　　　急搬送者
　３．成人数は、15歳以上65歳未満人口、成人救急搬送人員は、18
　　　歳以上65歳未満の救急搬送者
　４．高齢者数は、65歳以上人口、高齢者救急搬送人員は、65歳以
　　　上救急搬送人員
　５．患者調査未実施年の患者数は、調査年の人口構成と患者数か
　　　ら算出
　６．図表３～５におけるﾊﾟｰｾﾝﾄは、救急搬送人員数に占める割合
　７．軽症とは、傷病程度が入院加療を必要としない傷病程度
　８．中等症以上とは、入院加療を必要とする傷病程度
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２．救急搬送増加の背景と都道府県別の状況　～単独世帯などの増加が引き上げる救急利用率～

図表６　小児のいる核家族世帯、単独世帯な
　　　　　どの割合の推移

図表９　都道府県別にみた救急搬送人員1万人当た
　　　　　り救急告示医療施設数と現場到着から収容
　　　　　までの時間（2007年）

図表10　都道府県別にみた受入照会４回以上の案
　　　　　 件割合と収容までに要した時間30分以上
　　　　　 の案件割合（2007年）

図表７　都道府県別にみた患者千人当たり救急搬送人
　　　　　員数（救急利用率、2007年）と小児のいる核家
　　　　　族世帯および単独世帯の合計割合（2006年）

図表８　救急搬送人員１万人当たり救急救告
　　　　　示医療施設数と救急隊数の推移
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図表11　都道府県別にみた可住面積１平方キロメートル
　　　　　 当たり救急告示医療施設数と管外搬送割合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2007年）
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　　　　　受入状況等実態調査」より作成
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　　　　　よび国土交通省「平成11年度土地所有・利用の

　　　　概況」より作成

・救急搬送人員数増加の背景を探るために、各年齢層区分別の世帯構成の変化をみると、小児のいる
　世帯に占める核家族世帯、成人世帯に占める成人単独およびひとり親世帯、そして高齢者のいる世
　帯に占める高齢者単独世帯は、それぞれ増加傾向がみられる(図表６）。
・小児のいる核家族世帯（ひとり親世帯を含む）と成人および高齢者の単独世帯の合計（以下「対象
　世帯」という）が全世帯に占める割合と救急利用率の関係を都道府県別にみると、対象世帯の割合
　が高い自治体（東京都など）ほど救急利用率が高く、割合が低い自治体（秋田県など）ほど救急利
　用率が低い傾向がみられることから（図表７）、対象世帯の構成割合の増加が救急利用率の増加に
　結びついている可能性が高いものと推察される。
・一方、救急搬送人員数の大幅な増加を受け、救急搬送人員１万人当たり救急告示医療施設数と救急
　隊数は減少傾向にあり、結果として、医療機関収容までの時間が伸びる傾向にある（図表８）。
・都道府県別の状況をみると、搬送人員当たりの救急告示医療施設数が少ない自治体ほど現場到着か
　ら医療機関収容までの時間が長い傾向が見られる（図表９）。更に、受入医療施設への照会件数４
　回以上、医療施設までの収容時間に30分以上を要した救急搬送件数の割合をみると、一部の大都市
　圏の自治体における割合が突出している（図表10）。これらの自治体の多くは、可住面積当たりの
　救急告示医療施設が極めて多い東京都や大阪府、また、両自治体に隣接し、救急搬送時における両
　自治体への管外搬送割合が高い奈良県、埼玉県など大都市周辺部の自治体である（図表11）。
・このことから、救急搬送時に収容先候補となる医療施設の選択肢が多すぎることが、かえって、
　終的な収容先医療施設の確定に時間を要する結果を招いている可能性があるものと推察される。
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３．救急搬送態勢の問題点と課題　～救急医療情報システムの実態と救急搬送人員数の予測～

・効率的で円滑な救急搬送態勢の確立のために、70年代以降、救急医療情報システム（以下「システ
　ム」という）の導入が進められ、現在44都道府県で運用されているが、平成19年の総務省消防庁の
　調査結果では、ほとんどまたはまったく利用されないケースが全体の半数を占めている（図表12）。
・人口規模が小さい消防本部では、受入先医療施設が限られているなどの理由により、システムの需
　要がそもそも高くないと思われるが、救急出場件数や収容先候補となる医療施設数が多い大都市圏
　など人口規模が大きい消防本部では、迅速な救急搬送を実現するために、システム活用の必要性が
　極めて高いと思われるにもかかわらず、利用されないケースが３分の１に上っている。
・システムを利用しない理由をみると、システム需要が高いと思われる消防本部ほど、リアルタイム
　情報、信頼性の高い情報ではないという理由でシステムが利用されておらず（図表13）、システム
　運用上の問題が、救急患者の医療施設収容時間を伸ばしている要因の一つとなっていると言える。
・実際、リアルタイムで情報を更新している医療施設は約１割にとどまっており、６割の医療施設で
　は、一日に１回か２回の更新しかなされていない（図表14）。各消防本部がシステムを活用するた
　めに必要なこととして、「リアルタイムの表示」や「受入可能と表示した場合の確実な受入」をあ
　げている（図表15）ことからも、システム運用の改善に課題が残っていることがわかる。
・こうした状況の中、国立社会保障・人口問題研究所の人口推計（中位予測）と図表７における対象
　世帯の割合と救急利用率の相関関係をもとに、2025年の救急搬送人員数を予測すると（図表16）、
　救急搬送人員数は、全ての自治体で増加する見込みであり、特に大都市圏での増加が著しく、滋賀
　県や東京都では20％程度増加するものと予測される。
・また、患者数および救急利用率の増減をみると、既に高齢化の進展が著しい秋田県や山形県では、
　患者数は減少するものの、救急利用率が大きく増加する。一方、東京都など大都市圏では救急利用
　率は減少する見込みであり、患者数の増加が救急搬送人員数の増加の原因となっている（図表17）。
・医療施設側で十分な情報更新が行えていないことがシステム運用上の問題点のひとつではあるもの
　の、医療施設職員は、医師不足、看護師不足や急増する救急搬送への対応で多忙化しており、改善
　が難しい状況にある。一方で、患者数や救急利用率の増加により、今後も救急搬送人員数は増加す
　る見込みであり、救急搬送体制改善のためには、軽症搬送など緊急性の低い搬送を抑制するととも
　に、特に大都市圏においては、なんらかの形で、システム運用を改善していくことが求められる。

図表12　救急医療情報システムの利用状況 図表13　救急医療情報システムを利用しない理由

図表14　救急医療情報システムの情報更新頻度 図表15　救急医療情報システムを活用するために必
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（図表12，13，14，15備考）総務省消防庁「救急業務高度化検討会」（平成20年）報告書より作成

図表16　都道府県別にみた救急搬送人員の推移
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2005年→2025年）

図表17　都道府県別にみた患者数と患者千人当たり
　　　　　 救急搬送人員数（救急利用率）の増減
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2005年→2025年）

（図表16、17備考）　厚生労働省「平成17年患者調査」、「平成18年国民生活基礎調査」、総務省消防庁「平成18年救
　　　　　　　　　　急・救助の現況」および国立社会保障・人口問題研究所「人口推計」より作成
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４．救急搬送改善への取り組み　～救急医療施設と救急隊の情報共有とトリアージ～

図表18　オペレーターの役割（札幌市）

(図表18、19備考）　ヒアリングなどより㈱日本政策投資銀行作成

図表19　救急搬送トリアージの概要（東京消防庁）
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・救急搬送人員数が増加し収容までに相当の時間を要する事例が全国的に問題とされる中、各地の消
　防本部や自治体の医療行政主幹部局では救急搬送態勢の改善に向けて様々な施策を実施している。
　以下では、特に収容に関して問題の起きている産婦人科救急医療について対策を講じている札幌市
　の事例と、トリアージ（傷病者の緊急度や重症度に応じて適切な処置や搬送をおこなうために傷病
  者の優先順位を決定すること）を実施し、緊急性の認められない救急搬送人員の減少を試みている
　東京消防庁や横浜市の事例を、救急搬送態勢改善のための先進的な対策例として紹介することとし
　たい。

・このような施策はまだ始まったばかりではあるものの、一定の効果を上げつつある。救急医療を必
　要とする患者が医療施設にすみやかに収容されるような状況を確実なものとするためにも、救急搬
　送態勢の一層の改善と、トリアージや国民意識の変化などによるコンビニ受診の抑制が求められる。

【産婦人科救急患者受入れ情報オペレーターの設置】札幌市（図表18）
・札幌市では、2007年に札幌市産婦人科医会から二次救急医療に関する要望書が提出されたこ
　とをきっかけとして、産婦人科救急医療に関する協議会が設置され、産婦人科救急医療のあ
　り方について検討を行った。その結果、2008年10月から、「救急隊などへの情報提供」と
　「住民相談窓口」という２つの機能をもつ「患者受入れ情報オペレーター」（以下「オペレ
  ーター」という）を配置している。
・前者の機能にかかるオペレーターの業務は、二次、三次医療施設から毎日、受入可否情報を
　定時に集約し、優先搬送順位を決定するとともに、その情報を各医療施設に通知することで
　あり、情報共有を図ることで、優先順位の高い受入医療施設に対して、当日の救急搬送の可
　能性について認識を促している点が特徴的である。
・また、同市では、医療施設側の受入態勢を確実なものとするため、当番となった医療施設側
　の医師に対して、一定の手当が支給されるよう予算措置を講じており、受入医療施設側のよ
　り確実な対応を確保している。
・また、オペレーターには、適切なトリアージの実施のために助産師を配置しているが、「相
　談窓口」の機能についてみると、10月から12月までの相談実績502件のうち、電話相談のみ
　で終了した件数は82件、二次又は三次救急施設を受診した件数は67件となっており、一定の
　成果が出ているものと考えられる。
・なお、同市では、2004年から、医師会の協力も得て、主要な診療科について、昼夜ともに日
　替わりで当番となる医療施設の割当を行っていることもあり、リアルタイムでの情報入手が
　困難な既存の救急医療情報システムは使用しておらず、当番となる医療施設の情報や、産科
　については、オペレーターの作成した受入情報をもとに救急搬送業務を行っている。

【救急現場におけるトリアージ】東京消防庁（図表19）
・東京消防庁では、救急現場において明らかに緊急性がなく、救急車による搬送の必要がない
　と判断できる基準を策定し、救急現場において、緊急性が認められない傷病者に対して自己
　通院を促すトリアージを2007年６月より試行している。試行開始から１年間で575件実施し、
　自己通院に同意した傷病者は359件に上っている。
・また、トリアージの実施と同時に救急相談センターを開設している。同センターは医師、看
　護師が医療相談にあたっており、１年間の救急相談２万６千件（医療施設案内などを含む合
　計相談件数は27万件）のうち、３千件余りは相談内容から緊急度が高いと判断し、救急要請
　を行っている。
【救急通報におけるトリアージ】横浜市
　横浜市では、2008年10月から119番通報時に病気やけがの症状により救急出動の態勢を決める
　受信時トリアージを行っている。緊急入院の必要のない軽症患者に対しては、医療施設の紹
　介を行い自ら医療施設へ行くことを奨励している。また、同市は、救急車の適正利用を普及
　啓発するとともに、虚偽の通報により、繰り返し、不正に救急車を利用した者には、消防法
　等の罰則（消防法第44条に規定する罰則：30万円以下の罰金又は拘留）の適用も視野に入れ
　厳正に対応するとしている。
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５．救急医療の現状と課題　～まとめ～

図表20　救急医療を取り巻く状況

・本稿を含め、①医師不足編、②診療科による偏在編、③救急搬送編、と３編にわたり、救急医療の
　現状と課題を分析してきたが、救急医療の極めて大きな問題である患者への医療措置の遅れを引き
　起こしている原因は、「需要側」（救急搬送人員数）、「供給側」（医師数、医療施設数など）お
　よび両者をつなぐ「搬送態勢」、のそれぞれについて存在することが明らかになった。
・需要側についてみると、人口の高齢化による患者数の増加と、核家族や単身世帯の増加などを背景
　とした、所謂「コンビニ受診」など軽症患者の救急利用増加による救急利用率の上昇が、救急搬送
　人員数を増加させている。救急利用率および軽症患者の割合は小児について特に高くなっており、
　小児数が減少傾向にあるにもかかわらず、小児科医療が逼迫している要因のひとつとなっている。
・一方、供給側についてみると、医師数は国内全体では増加を続けているものの、地域における偏在
　が大きな問題となっており、新研修制度の導入によって、地域格差が拡大し、局所的な医療施設の
　廃止や診療科の統廃合を招いている。また、産婦人科では、少子化により出生数が減少傾向にある

　中、ハイリスク分娩の増加に伴うNICU病床※数の不足が問題となっていることに加え、近年女性医
　師の割合が大きく高まっており、出産・育児期間における女性医師の大幅な減少が懸念される。
・また、相対的に医師数に恵まれている大都市圏においては、搬送態勢に問題があることがわかっ
　た。救急搬送時に収容先候補となる医療施設の選択肢が多い大都市圏などでは、救急医療情報シス
　テムの必要性が極めて高いにもかかわらず、リアルタイム情報が入手できないなどの理由により、
　利用されていないケースも目立っており、救急需要の増加に対応しきれていない。
・今後、高齢化の一層の進展や単身世帯の増加などにより、救急搬送人員数は全ての都道府県で増加
　する見込みであり、救急医療を必要とする患者への速やかな医療措置の実施を確実なものとするた
　めには、①トリアージの導入などによりコンビニ受診を抑制するとともに、②研修制度の充実や女
　性医師へのサポート態勢の充実などを通じて医師の確保に努め、③大都市圏については、救急搬送
　システムを含めた搬送態勢の改善を図ることが、喫緊かつ重要な課題と言える。

(備考）
　１．㈱日本政策投資銀行作成
　２．Ⅰ①医師不足編（DBJ Monthry Overview 2009/1 Topics No.130 救急医療の現状と課題①医師不足編）に収録した主な項目

　３．Ⅱ②診療科の偏在編（DBJ Monthry Overview 2009/2 Topics No.132 救急医療の現状と課題②診療科による偏在編）に収録した主な項目
　４．Ⅲ③救急搬送編　本稿に収録した主な項目
　５．※印：NICU病床とは、低体重出生児などの新生児を集中的に管理・治療する病床　Neonatal Intensive Care Unitの略語
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